


令和８年度 鳴門海峡の渦潮世界遺産登録に向けた
｢普及啓発活動支援事業｣

利用の手引き




	兵庫・徳島｢鳴門の渦潮｣世界遺産登録推進協議会では、淡路島内及び鳴門市内に活動拠点を有する個人・団体が、淡路島内及び鳴門市内において鳴門海峡の渦潮の世界遺産登録に向けた普及啓発活動を行う際、必要な経費の一部を補助します。






申請受付期間 ： 令和８年４月１日（水）～令和９年２月26日（金）（消印有効）
※先着順

対　　　　　　象 ： 令和８年４月１日（水）～令和９年３月31日(水)に
実施完了する事業



○郵送のみ受付けます。
○事業実施前に申請してください。
○申込多数の場合は、予算の範囲内で交付することとし、申請受付期間
終了前に募集を締め切ることがありますので、ご了承ください。












兵庫・徳島｢鳴門の渦潮｣世界遺産登録推進協議会





１　事業の内容


(1) 事業の趣旨
淡路島内及び鳴門市内に活動拠点を有する個人・団体が、淡路島内及び鳴門市内で実施する｢鳴門海峡の渦潮｣の世界遺産登録に向けた普及啓発活動に必要な経費の一部を補助することで、広く県民に｢鳴門海峡の渦潮｣について知る機会を提供し、地元を中心とした機運の醸成を目指します。

(2) 補助対象となる事業実施期間
令和８年４月１日（水）～令和９年３月31日（水）（完了すること）

(3) 補助対象者
下記の要件をすべて満たす個人・団体
※１対象者につき１年度１事業を限度とし、同一年度内で複数の申請はできません。

· 淡路島内又は鳴門市内に普及啓発活動の拠点を有していること
・年度当初から事業終了までの間、代表者又は団体事務局の住所が淡路島内（洲本市・南あわじ市・淡路市）又は鳴門市内であること。
· 個人の場合は、過去１年以上申請事業と同様の事業実績を有すること
· 団体の場合は、会則及び名簿を有すること
・団体の意志を決定し、執行する組織であること
・自ら経理し、監査する等の会計組織を有すること■対象とならない者（構成員の半数以上が該当する場合も含む）

1) 行政機関（国、県、市町）
2) 民法第33条に該当する法人等のうち、国、県、市町からの50％以上の出捐により設立された団体
3) 反社会的活動を行う個人・団体又は、その構成員が事業に関わる団体
4) 営利活動や政治・宗教活動を目的とする個人・団体


(4) 補助対象となる事業
下記の要件をすべて満たす事業
· 補助対象者が主催する「鳴門海峡の渦潮」の世界遺産登録に向けた普及啓発事業
· 一般県民・市民を対象とした事業

《対象事業例》
・鳴門海峡の渦潮を広くＰＲ・発信するための研修会やイベントの実施
・鳴門海峡の景観や環境を保全するための活動
・無料で実施する渦潮を対象としたガイドツアー
・渦潮をテーマにしたコンテストの開催　　等




■対象とならない事業
1) ｢鳴門海峡の渦潮｣の普及啓発に寄与しないとみなされる事業
2) 政治的・宗教的活動を目的としているとみなされる事業
3) 補助対象事業以外の宣伝や営利を目的としているとみなされる事業
4) 暴力行為、迷惑行為のおそれのある事業
5) その他補助にふさわしくない事業

(5) 補助金の額
下記「（６）補助対象経費」の総額に応じた定額
	補助対象経費の総額
	補助金額（定額）

	５万円以上 10万円未満
	５万円

	10万円以上
	10万円


※他の助成を受ける事業は、対象経費のうち、他助成額を除いた額を補助対象経費とします。
※補助金交付決定後の補助金額増額は認められません。
※補助金交付決定後であっても、申請団体の収入金額、補助対象経費の支払実績等により、補助金額が減額となる場合があります。

【特認要件】
本支援事業の趣旨に強く合致し、下記の条件をすべて満たす事業については、特認事業として補助金額の上限を50万円とする場合があります。
・複数の市にまたがり、広域的に活動する場合
・参加者が200人を超える見込みがある場合
・「鳴門海峡の渦潮」の世界遺産登録に大きく貢献すると協議会が認める場合

(6) 補助対象経費
○下表に掲げる経費で、補助対象となる事業実施期間に支出するものを対象とします。
○補助対象経費にかかる消費税は対象経費に含みます。
○各経費の支払いにかかる振込手数料は、各費目に含めて計上してください。

	費目
	費目の細目（例示）

	印刷製本費
	ポスタ－、チラシ、資料等の印刷経費
【対象外】研究論文、写真集、記録集など印刷のみを目的とする事業経費

	通信運搬費
	郵便料、通信料、運搬料等
※郵券等については、用途、送付先を明確にすること
【対象外】月額、年間の電話・インターネット契約など団体の経常的経費（維持管理費）と見なされる経費

	消耗品費
	用紙類、文具等の物品
※原則として事業実施当日に使用・消費する物品が対象
【対象外】参加者に配布する記念品、景品

	使用料
	会場使用料、機器レンタル料、バス借上料等
※利用料金が規定された貸し館施設に限る。地域住民が自由に使用できる利用料金が規定されていない公民館、集会所は除く
附帯設備使用料(照明､音響､冷暖房使用料) 等
バス借上料の上限額は１日当たり５万円/台
【対象外】個人から借用する自動車、場所、機器等に対する使用料、謝礼

	謝　金
	講師謝金、通訳料、翻訳料等
※現金のみ対象。商品券、菓子折等は対象外
※謝金は１人（１団体）１回当たり５万円を上限
【注意】上記額は８時間相当の上限としますので、時間・内容に応じて減額する場合があります。
※謝金等を支払う場合は、受領書を作成するとともに所得税の源泉徴収を行うこと
【対象外】申請団体の代表者、役員、構成員等の関係者に対する謝金

	交通費
	講師依頼旅費、活動に要するスタッフ交通費、通行料金（実費弁償）
（実際に移動したルート、利用交通機関を報告すること）
※ただし、最も経済的・合理的な経路・交通手段、人数による交通費での支払いとなります。
※宿泊費が必要な場合は、兵庫県・徳島県の旅費規程に準じる額
ただし、淡路島内：8,700円/人・泊
鳴門市内：10,900円/人・泊

	委託料
	会場設営・音響・照明等の専門業者への委託料
【対象外】実施団体の構成員等への委託料、人件費
事業自体の企画・立案・運営等の外部への委託料（警備、会場設営等を専門業者に委託する場合を除く）

	保険料
	イベント保険料、ボランティア保険料（事業準備日、当日に係る）
【対象外】団体の継続的な活動維持のための長期で契約する保険料



※実績報告時に、支払内容を確認するため支出書類等を提出していただきますので大切に保管しておいてください。（領収書、明細書等）
確認項目：①支払者（補助申請者と同一名義に限る）、②発行者、③発行日、④内容（単価・個数など）、⑤金額 等
■補助対象とならない経費
1)補助対象経費であっても、交付決定日以前に支払った経費
（ただし、施設の規定に基づく会場使用料の前払いを除く。）
2)補助対象経費であっても、実績報告において領収書等により支払いが確認できないもの
3)商品券、図書券その他これに類するものの購入経費
4)事業に必要な道具・用具類を除く備品購入費、施設等の建設・補修費
5)他団体等への助成金、寄附金
6)事業実施団体の構成員にかかる謝金、飲食費
7)事業実施団体の組織維持にかかる人件費、事務費
8)飲食にかかる経費、レセプション、パーティー等の経費
9)事業の実施にあたり発生した傷病等に係る治療費、医薬品費、損害賠償費
10)その他、事業実施に直接必要と認められないもの




２　申請から補助金交付までの手続き

《手続きの流れ》※太枠内が事業実施者の行う手続き
	(1)交付
申請
	→
	(2)審査、
交付決定
	→
	(3)事業
実施
	→
	(4)実績
報告
	→
	(5)確認、
支払い



(1) 交付申請
①　受付期間：令和８年４月１日（水）～令和９年２月26日（金）消印有効
※先着順
※事業実施前に申請してください。
※申請多数の場合は、予算の範囲内で交付することとし、受付期間終了前に締め切ることがありますのでご了承ください。

②　提出先・方法：個人・団体の所在地市役所へ郵送にて提出
※内容の不備、提出書類の不足、記載不備などの場合は、審査順が後になります。また、申請内容について別途調査させていただく場合があります。

○洲本市役所産業振興部商工観光課
〒656-8686　洲本市本町3-4-10　　電話：0799-24-7613

○南あわじ市役所企画部うずしお世界遺産推進課
〒656-0492　南あわじ市市善光寺22番地1　　電話：0799-43-5207

○淡路市役所企画情報部まちづくり政策課
〒656-2292　淡路市生穂新島8番地　　電話：0799-64-2506

○鳴門市役所産業振興部観光振興課
〒772-8501　鳴門市撫養町南浜字東浜170　　電話：088-684-1157

③　問い合わせ先：
【淡路島内の個人・団体の方】
兵庫・徳島「鳴門の渦潮」世界遺産登録推進協議会事務局
（兵庫県淡路県民局県民躍動室交流渦潮課内）
〒656-0021　兵庫県洲本市塩屋2-4-5　　電話：0799-26-2085（直通）

【鳴門市内の個人・団体の方】
兵庫・徳島「鳴門の渦潮」世界遺産登録推進協議会事務局
（徳島県観光スポーツ文化部文化振興課内）
〒770-8570　徳島県徳島市万代町1-1　　電話：088-621-3267（直通）

④　提出書類
	提出書類

	1)補助金交付申請書（様式第１号）

	2)補助事業計画書（別紙１）

	3)収支予算書（別紙２）

	4)申請者概要（別紙３）

	5)過去の活動資料（交付申請時において１年以上前からの継続的な活動状況が確認できるもの）
（事業名、主催者名、開催年月日、会場等の記載があるもの）※個人の場合

	6)団体の規約、会則、構成員の名簿（住所地(市町名)の記載も必ず含む(番地等不要)）※団体の場合

	振込口座
	7)通帳写し貼付用紙

	
	8)委任状（団体代表者以外の口座名義の場合）



(2) 審査、交付決定
審査の結果、予算の範囲内で、補助金を交付する申請者に「補助金交付決定通知書」により交付決定を通知します。

(3) 事業実施

(4) 事業内容の変更・中止
事業内容の変更等が生じたときは、補助金変更交付申請等が必要となりますので、すみやかにご連絡ください。所定の様式をお送りします。
・事業内容の変更（会場、期間などの変更）
・事業中止、補助対象事業ではなくなった場合
※事業を実施しなかった場合は、補助金の交付はできません。但し、悪天候による参加者への安全配慮等の理由により、やむを得ず事業を中止した場合は、事業準備から中止にいたるまでの経緯、経費を当課までご連絡ください。事業実施準備に要したと認められる範囲で経費をお支払いする場合があります。

(5) 実績報告
事業完了後１か月以内又は令和９年４月９日（金）のいずれか早い日までに、次の書類を提出してください（下記のうち4)は写しを提出）。
	1)補助事業実績報告書（様式第７号）
	4)補助対象経費にかかる領収書、明細書等

	2)補助事業実績報告書（別紙１）
	5)補助金請求書（様式第９号）

	3)収支決算書（別紙４）
	6)事業を実施したことがわかる書類
（「補助事業である旨」が記載されたチラシ・パンフレット等の印刷物を含む。）


(6) 確認、支払い
実績報告内容を確認し、補助金交付の可否及び交付額を確定したのち、ご指定口座へ振込手続きを行います。
（補助金交付事業で黒字が生じた場合、補助額は黒字額の範囲で減額します。）申請内容に虚偽があった場合や、実績報告の結果、補助要件に該当しないことが判明した場合には、補助金交付決定を取り消す場合があります。

３

